
・支給対象箇所は市（森づくり推進課）が管理している林道等であること。

（1月～3月上旬）

（3月15日まで）

現地にて申請者が原材料を受け取り、申請者にて施工

施工完了後、完了報告書（様式-2）を市に提出

完了報告書を受理して終了

市（森づくり推進課）から材料納入業者へ発注

支給量及び受注業者を申請者へ決定通知
（11月～1月）

フロー図

　原材料支給の流れ

・支給する原材料は生コンクリート、砕石等になります。
・原材料の支給量は最大10m3になります。
・支給回数は年度内に1回限りとなります。

・予算に限りがありますので、支給できない場合があります。

注意事項

申請条件

HP掲載の申請書（様式-1）をダウンロードし、

メール（morizukuri.AFFB@city.fukuoka.lg.jp）にて提出

※電子での申請が困難な方は紙での提出(郵送でも可）

（窓口：市役所14階森づくり推進課）

申請書提出後、市（森づくり推進課）及び申請者にて現地確認

（9月～10月）

・申請者は自治会、生産森林組合、その他市⾧が必要と認める者。


